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�　医師などに対する謝礼
�　健康診断や美容整形の費用
�　疾病予防や健康増進などのための医薬品や健
　康食品の購入費
�　親族に支払う療養上の世話の費用
�　治療を受けるために直接必要としない近視、
　遠視のためのメガネや補聴器などの購入費
�　通院のための自家用車のガソリン代、分べん
　のため実家へ帰るための交通費

医療費控除
　医療費控除として所得から差し引かれる金額は、平成２０年中
に実際に支払った医療費から保険などで補てんされる額を引い
て残った金額から、１０万円または合計所得金額の５％のいずれ
か低い額を差し引いた残りの金額です。
　計算式は、次のとおりです。
（支払った医療費－保険などで補てんされる額）－１０万円また
は合計所得金額の５％のいずれか低い金額＝控除額（ただし、
最高額２００万円）
寡婦、寡夫控除
　①　寡婦とは夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が

生死不明などの方で、扶養親族や、平成２０年分の総所得金
額等が３８万円以下の生計を同じにする子（他の納税者の控
除対象配偶者や扶養親族とされている方を除きます。）のあ
る方、または夫と死別した後再婚していない方や夫が生死
不明などの方で、平成２０年分の合計所得金額が５００万円以下
の方。

　②　寡夫とは平成２０年分の合計所得金額が５００万円以下の方
のうち、妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生
死不明などの方で、平成２０年分の総所得金額等が３８万円以
下の生計を同じにする子（他の納税者の控除対象配偶者や
扶養親族とされている方を除きます。）のある方。

障害者控除
　次のいずれかに該当する方、控除対象配偶者および扶養親族
が対象となります。
　①　身体障害者手帳や、厚生労働大臣または知事から障害者

である旨の書類などの交付を受けている方。
　②　介護保険制度の要介護認定（１～５）を受けている６５歳

以上の方で、障害者控除対象者認定書の交付を受けている
方。

配偶者控除および扶養控除
　合計所得金額が３８万円以下で、次のいずれかに該当する方が
対象となります。
　①　生計を同じにする配偶者やその他の親族
　②　都道府県知事から養育を委託された児童
　③　老人福祉法の規定により養護を委託された老人
（注）①～③のうち、青色事業専従者で給与の支払いを受ける方

または白色事業専従者は除きます。
特定扶養親族
　扶養親族のうち、昭和６１年１月２日から平成５年１月１日以
前に生まれた方（年齢が１６歳以上２３歳未満の方）をいいます。
老人控除対象配偶者および老人扶養親族
　控除対象配偶者および扶養親族のうち、昭和１４年 1月 1日以
前に生まれた方（年齢が７０歳以上の方）をいいます。
配偶者特別控除
　納税者本人の合計所得金額が１，０００万円以下で、次のいずれに
も該当しない配偶者が対象となります。
　①　他の人の扶養親族とされる場合
　②　青色事業専従者で給与の支払いを受ける場合
　③　白色事業専従者である場合
　④　配偶者が配偶者本人の課税所得の計算上、配偶者特別控

除の適用を受けている場合
　⑤　合計所得金額が３８万円以下または７６万円以上の場合　

配偶者特別控除の額（所得税）

控除額配偶者の合計所得金額控除額配偶者の合計所得金額

１６万円６００，０００円～６４９，９９９円３８万円３８０，００１円～３９９，９９９円

１１万円６５０，０００円～６９９，９９９円３６万円４００，０００円～４４９，９９９円

６万円７００，０００円～７４９，９９９円３１万円４５０，０００円～４９９，９９９円

３万円７５０，０００円～７５９，９９９円２６万円５００，０００円～５４９，９９９円

２１万円５５０，０００円～５９９，９９９円

次のような費用は医療費控除
の対象になりません

所得控除の注意事項所得控除の注意事項
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